




資料３ 必要諸室及び仕様リ スト

㎡ ㎡ 室 人 人

区役所 総務課 区長室 区長1 5 の執務室と して使用する。
・ 総務課と 隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 特別会議室と隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 部外者から場所を特定されにく い配置と する。

・ 洗面化粧台を整備する。 パーティ ショ ン等を整備
し、執務室と 区画する。
・ 書棚を整備する。
・ 飾り 棚を整備する。
・ 出入口を複数箇所整備する。
・ ピクチャ ーレールを整備する。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 応接テーブル、応接椅子
・ テレビ

35. 00 1 1 10

区役所 民生子2 ども課 2
保健福祉センター福祉
部長室

保健福祉センター福祉部長の執務室と して使用する。

・ 民生子ども課民生子ども係と 隣接し、直接出入でき
る配置と する。
・ 保健福祉センター福祉部長室応接と 隣接し、直接出
入できる配置と する。

・ 書棚を整備する。
・ ピクチャ ーレールを整備する。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 応接テーブル、応接椅子

11. 25 1 1

区役所 民生子3 ども課 2
保健福祉センター福祉
部長室応接

来賓の応接室と して使用する。
部内の打合せにも利用する。

・ 保健福祉センター福祉部長室と隣接し、直接出入で
きる配置と する。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 4対
） 、4 ミ ーティ ングチェ ア

11. 25 1 8

区役所 総務課 区政部長室 区政部長4 5 の執務室と して使用する。

・ 総務課と 隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 地域力推進室の付近と する。
・ 区政部長室応接と隣接し、直接出入できる配置と す
る。

・ 書棚を整備する。
・ ピクチャ ーレールを整備する。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 応接テーブル、応接椅子

11. 25 1 1

区役所 総務課 区政部長室応接5 5
来賓の応接室と して使用する。
部内の打合せにも利用する。

・ 区政部長室と隣接し、直接出入できる配置と する。
・ ミ ーティ ングテーブル（ 4対
） 、4 ミ ーティ ングチェ ア

11. 25 1 8

区役所 総務課 総務課6 5
区民の庶務・ 統計選挙に関する各種届出・ 申告、各種
証明書の交付、各種相談対応等を行う と と もに、関連
業務の職員の執務室と して使用する。

・ 区長室と 隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 区政部長室と隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 区本部室の付近と する。
・ 区本部用防災無線室の付近と する。
・ 文書交換室の付近が望ましい。
・ 企画経理室と 隣接が望ましい。
・ 電話交換室の付近が望ましい。

・ ローカウンター4窓口を整備する。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ 大型金庫の荷重に耐えられ、 かつ、金庫を固定でき
る床仕様と する。
・ 大型金庫、防犯装置を整備する。
・ 中央監視設備を整備する。
・ 施錠管理設備、照明管理設備を整備する。
・ 駐車場管理設備の設置スペースを整備する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ 庁内放送用設備、自動火災報知器副受信盤を整備す
る。
・ 非常警報、 トイレ呼び出し設備を整備する。
・ エレベーターインターホンを整備する。
・ 執務室内のレイアウトに合わせて、 カウンターに出
入口を設ける。
・ 給湯室を整備する。
・ エレベーター管理設備を設置する。
・ 設備盤は、なるべく 1箇所にまと め、操作、執務室内
のレイアウトを考慮した配置と するこ と 。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 共用ＯＡデスク 3台、公印用
事務机 台1
・ 作業テーブル
・ 冷蔵庫
・ 食器棚
・ 大型金庫
・ 駐車場管理設備

205. 28
給湯室分(
は含まな
い。 )

1 24 ○

区役所 総務課 総務課待合7 5 スペース 総務課来訪者の待合スペース。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 2対
） 、2 ミ ーティ ングチェ ア
・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）
・ パンフ レッ トスタンド

10. 67 － 5

区役所 企画経理室 企画経理室8 5
区民の企画経理関連事務に関する各種相談対応等を行
う と と もに、関連業務の職員の執務室と して使用す
る。

・ 総務課と 隣接が望ましい。

・ ローカウンター1窓口を整備する。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ 執務室内のレイアウトに合わせて、 カウンターに出
入口を設ける。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 冷蔵庫
・ 食器棚

42. 77 1 5 ○

区役所 企画経理室9 5
企画経理室待合スペー
ス

企画経理室来訪者の待合スペース。
・ ミ ーティ ングテーブル（ 2対
） 、2 ミ ーティ ングチェ ア
・ パンフ レッ トスタンド

10. 67 －

区役所 地域力推進室 地域力推進室10 5
区民の地域力推進・ 生涯学習・ まちづく り に関する各
種相談対応等を行う と と もに、関連業務の職員の執務
室と して使用する。

・ 区政部長室の付近と する。

・ ローカウンター6窓口を整備する。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ 執務室内のレイアウトに合わせて、 カウンターに出
入口を設ける。
・ 給湯室を整備する。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 共用ＯＡデスク 2台
・ 作業テーブル
・ 冷蔵庫
・ 食器棚

170. 05
給湯室分(
は含まな
い。 )

1 18 ○

区役所 地域力推進室11 5
地域力推進室待合ス
ペース

地域力推進室来訪者の待合スペース。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 2対
） 、2 ミ ーティ ングチェ ア
・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）
・ パンフ レッ トスタンド

10. 67 － 5

特記仕様
仮
NO

施設区分 施設区分1 2
設置
階

諸室名称 用途 特記仕様（ 配置）
受付
ｶｳﾝﾀｰ

施設が設置予定の
主な什器備品

必要
床面積

※ 「 室数」
欄の室数の
合計面積

提案グループ

室数

利用人数

市民
入室

グループ
グループ
の合計床
面積

常時
滞在

最大

1



㎡ ㎡ 室 人 人

特記仕様
仮
NO

施設区分 施設区分1 2
設置
階

諸室名称 用途 特記仕様（ 配置）
受付
ｶｳﾝﾀｰ

施設が設置予定の
主な什器備品

必要
床面積

※ 「 室数」
欄の室数の
合計面積

提案グループ

室数

利用人数

市民
入室

グループ
グループ
の合計床
面積

常時
滞在

最大

区役所 市民課 市民課12 1
区民の戸籍・ 住民記録に関する各種届出・ 申告、各種
証明書の交付、各種相談対応等を行う と と もに、関連
業務の職員の執務室と して使用する。

・ 保険年金課と 隣接する。
・ 戸籍書庫と 隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 相談室と 隣接する。
・ 執務室は、税務窓口の執務部分と 隣接させる。

・ 証明受付用と してハイカウンター4窓口（ 幅90cm・ 1
対1× 4） を整備する。
・ レジ交付用と してハイカウンター3窓口（ 幅90cm・ 1
対1× 3） を整備する。
・ 届出関係交付用と してハイカウンター4窓口（ 幅
90cm・ 1対1× 3、幅180cm・ 2対1× 1） を整備する。
・ 届出受付用と してローカウンター4窓口（ 幅180cm・ 2
対1× 4） を整備する。
・ マイナンバー担当用と してローカウンター5窓口（ 幅
180cm・ 2対1× 5） を整備する。
・ 閲覧用と してローカウンター1窓口（ 幅180cm・ 2対1
× 1） を整備する。
・ ハイカウンターは、 ローカウンターの天板にハイカ
ウンターユニッ トを取り 付けたものと し、 レイアウト
変更等にフレキシブルに対応できるよう にする。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ ロッ カーを整備する。
・ リ フ レッ シュ ルームを整備する。 パーティ ショ ン等
を整備し、執務室と 区画する。
・ 各窓口に呼び出しマイク 、呼び出し番号表示を設置
する。
・ カウンターから事務机上のディ スプレイや書類が覗
き込まれないレイアウトと する。
・ カウンターの天板には、可動式の間仕切板を整備す
る。
・ カウンターに来庁者用の荷物置き、傘置きを整備す
る。
・ 執務室内のレイアウトに合わせて、 カウンターに出
入口を設ける。

・ 事務机（ グループデスク 、
端末あり 25席、端末なし 15
席） 、回転椅子
・ 作業テーブル
・ 冷蔵庫
・ 食器棚

272. 35 1 37 ○

区役所 市民課 市民課待合13 1 スペース 市民課来訪者の待合スペース。
・ 情報コーナーの付近と する。
・ 総合案内窓口（ 玄関・ エントランス） の付近と す
る。

・ 記載台（ 同時使用 名程度15 、 う ち着座式 名程度3 ） を
整備する。
・ 広告媒体設置を可能と する構造・ 設備の確保につい
ての提案を求める（ デジタルサイネージ、 カッ ティ ン
グシートなど多様な広告媒体が、最大限で設置できる
よう な施設と する。 また、媒体装置が想定される場所
に必要な電源設備などを備える。媒体設置場所の例示
と しては、壁、柱、階段、 エレベーター、廊下などが
想定される。 ） 。

・ 受付番号発券機及び電子番
号表示盤
・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）
・ テレビ

213. 33 － 100

区役所 民生子14 ども課 民生子2 ども課
区民の民生子ども・ 子ども家庭支援・ 保護に関する各
種相談対応等を行う と と もに、関連業務の職員の執務
室と して使用する。

・ 民生子ども係は保健福祉センター福祉部長室と 隣接
し、直接出入できる配置と する。
・ 保護係は生活保護相談室と隣接する。
・ 民生子ども係は児童虐待・ 女性支援相談室と 隣接す
る。
・ 民生子ども係は保健センター保健予防課と の職員動
線を短く する。

・ 民生子ども係にローカウンター７窓口（ 1対1× 5、 2
対1× 2） 、 保護係にハイカウンター12窓口、 ローカウ
ンター4窓口（ 1対1× 2、 2対1× 2） を整備する。
・ 可動式書架を整備する。
・ ハイカウンターは、 ローカウンターの天板にハイカ
ウンターユニッ トを取り 付けたものと し、 レイアウト
変更等にフレキシブルに対応できるよう にする。
・ 物品棚を整備する。
・ リ フ レッ シュ ルームを整備する。 パーティ ショ ン等
を整備し、執務室と 区画する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ 執務室の通路に合わせて、 カウンターに出入口を設
ける。
・ 給湯室を整備する。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 共用ＯＡデスク 5台
・ 作業テーブル
・ 冷蔵庫
・ 食器棚

711. 00
給湯室分(
は含まな
い。 )

1 121 ○

区役所 民生子15 ども課 2
民生子ども課待合ス
ペース

民生子ども課来訪者の待合スペース。

・ 銀行の付近と する。
・ 保護係待合スペースは就労支援コーナーの付近と す
る。
・ 保護係待合スペースは生活保護相談室と 隣接する。
・ 民生子ども係待合スペースは児童虐待・ 女性支援相
談室と隣接する。

・ 民生子ども係待合スペースと 保護係待合スペース
は、壁等で分離すると と もに、来庁者の動線が被らな
いよう にする。
・ 民生子ども係の待合スペースにキッ ズスペースを整
備する。
・ 民生子ども係の待合スペースは、 ベビーカーが複数
配置できるよう 余裕のあるものと する。
・ 広告媒体設置を可能と する構造・ 設備の確保につい
ての提案を求める（ デジタルサイネージ、 カッ ティ ン
グシートなど多様な広告媒体が、最大限で設置できる
よう な施設と する。 また、媒体装置が想定される場所
に必要な電源設備などを備える。媒体設置場所の例示
と しては、壁、柱、階段、 エレベーター、廊下などが
想定される。 ） 。

・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）

64. 00 － 30
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㎡ ㎡ 室 人 人

特記仕様
仮
NO

施設区分 施設区分1 2
設置
階

諸室名称 用途 特記仕様（ 配置）
受付
ｶｳﾝﾀｰ

施設が設置予定の
主な什器備品

必要
床面積

※ 「 室数」
欄の室数の
合計面積

提案グループ

室数

利用人数

市民
入室

グループ
グループ
の合計床
面積

常時
滞在

最大

区役所 福祉課 福祉課16 2
福祉・ 障害・ 地域包括ケア・ 介護保険・ 保健に関する
各種相談対応等を行う と と もに、関連業務の職員の執
務室と して使用する。

・ 介護認定審査会室と 隣接する。
・ 高齢者虐待・ 障害者支援相談室と 隣接する。

・ 介護保険担当用と してハイカウンター1窓口、 ローカ
ウンター3窓口（ 2対1× 3） を整備する。
・ 障害者担当用と してハイカウンター1窓口、 ローカウ
ンター3窓口（ 2対1× 3） を整備する。
・ 高齢者担当用と してハイカウンター2窓口、 ローカウ
ンター2窓口（ 2対1× 2） を整備する。
・ 老人クラブ担当用と してローカウンター1窓口（ 2対1
× 1） を整備する。
・ 福祉コンシェ ルジュ用と してローカウンター1窓口
（ 2対1× 1） を整備する。
・ ハイカウンターは、 ローカウンターの天板にハイカ
ウンターユニッ トを取り 付けたものと し、 レイアウト
変更等にフレキシブルに対応できるよう にする。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ リ フ レッ シュ ルームを整備する。 パーティ ショ ン等
を整備し、執務室と 区画する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ 執務室内のレイアウトに合わせて、 カウンターに出
入口を設ける。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 共用ＯＡデスク 5台
・ 作業テーブル
・ 冷蔵庫
・ 食器棚

374. 50 1 41 ○

区役所 福祉課 福祉課待合17 2 スペース 福祉課来訪者の待合スペース。 ・ 高齢者虐待・ 障害者支援相談室と 隣接する。

・ 授産製品展示スペースを整備する。
・ 車椅子の通行にゆと り のある広さ と する。
・ 広告媒体設置を可能と する構造・ 設備の確保につい
ての提案を求める（ デジタルサイネージ、 カッ ティ ン
グシートなど多様な広告媒体が、最大限で設置できる
よう な施設と する。 また、媒体装置が想定される場所
に必要な電源設備などを備える。媒体設置場所の例示
と しては、壁、柱、階段、 エレベーター、廊下などが
想定される。 ） 。

・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）
・ パンフ レッ トスタンド

85. 33 － 40

区役所 保険年金課 保険年金課18 1
国民年金・ 国民健康保険・ 各種医療制度に関する各種
届出・ 納付、各種相談対応等を行う と と もに、関連業
務の執務室と して使用する。

・ 市民課と 隣接する。
・ 保険料納付相談室と 隣接する。

・ 保険係にローカウンター2窓口（ 2対1× 2） 、 ハイカ
ウンター1窓口を整備すると と もに、 カウンターの天板
には、可動式の間仕切板を整備し、繁忙期にはローカ
ウンター4窓口（ 1対1× 4） 、 ハイカウンター2窓口と し
て利用できるよう にする。
・ 年金担当用と してローカウンター2窓口（ 2対1× 1）
を整備する。
・ 収納担当用と してローカウンター1窓口（ 2対1× 1）
を整備する。
・ 共有でローカウンター3窓口（ 2対1× 3） を整備す
る。
・ ハイカウンターは、 ローカウンターの天板にハイカ
ウンターユニッ トを取り 付けたものと し、 レイアウト
変更等にフレキシブルに対応できるよう にする。
・ カウンターの仕切り の形状は、 システムのディ スプ
レイを複数の窓口で共有できるものと する。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ リ フ レッ シュ ルームを整備する。 パーティ ショ ン等
を整備し、執務室と 区画する。
・ 各窓口に呼び出しマイク 、呼び出し番号表示を設置
する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ カウンターに来庁者用の荷物置き、傘置きを設置す
る。
・ 執務室の通路に合わせて、 カウンターに出入口を設
ける。
・ カウンター下に申請用紙、 ゴム印、筆記具等の収納
スペースを整備する。
・ カウンターに執務室内に繋がる応援コール機能を整
備する。

・ 事務机、回転椅子、脇机
・ 共用ＯＡデスク 8台
・ 作業テーブル
・ 冷蔵庫
・ 食器棚

303. 89 1 43 ○

区役所 保険年金課19 1
保険年金課待合スペー
ス

保険年金課来訪者の待合スペース。 ・ 保険料納付相談室と 隣接する。

・ 記載台（ 立式 席2 、座式 席2 ） を整備する。
・ 広告媒体設置を可能と する構造・ 設備の確保につい
ての提案を求める（ デジタルサイネージ、 カッ ティ ン
グシートなど多様な広告媒体が、最大限で設置できる
よう な施設と する。 また、媒体装置が想定される場所
に必要な電源設備などを備える。媒体設置場所の例示
と しては、壁、柱、階段、 エレベーター、廊下などが
想定される。 ） 。

・ 受付番号発券機及び電子番
号表示盤
・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）

85. 33 － 40

区役所 福祉課 介護認定審査会室 介護認定審査会20 2 を行う スペース。 ・ 福祉課と 隣接する。
・ 折り たたみ会議机（ キャ ス
ター付き） 4台、椅子

34. 77 －1 10

区役所 税務窓口 税務窓口21 1
区民の市税に関する各種届出・ 申告、各種証明書の交
付、各種相談対応等を行う 。

・ 執務室は市民課執務室と 隣接する。
・ 執務室は市民課相談室と 隣接（ 間仕切壁で区画） す
る。

・ 窓口は機能的かつ能率的な配置と する。
・ 受付カウンター（ ローカウンター2台、ハイカウン
ター1台程度） を整備する。
・ カウンターには間仕切り を整備する。
・ 情報端末機が業務従事者以外には見えないよう に配
慮する。

・ 事務机、椅子 91. 00 1 ○
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㎡ ㎡ 室 人 人

特記仕様
仮
NO

施設区分 施設区1 分2
設置
階

諸室名称 用途 特記仕様（ 配置）
受付
ｶｳﾝﾀｰ

施設が設置予定の
主な什器備品

必要
床面積

※ 「 室数」
欄の室数の
合計面積

提案グループ

室数

利用人数

市民
入室

グループ
グループ
の合計床
面積

常時
滞在

最大

区役所22 銀行 2 銀行
区民が市税公金を納付するための指定金融機関の取扱
所。
各課公的資金の払出窓口。

・ 民生子ども課待合スペースの付近と する。
・ 柱等の死角にならず、階段やエレベーターの付近と
する。
・ 50人以上の順番待ちを考慮し、民生子ども課待合ス
ペースの動線の妨げと ならないよう な配置と する。
（ 現在は、廊下の壁際に並ばせている。 ）

・ 区役所の組織と は異なるため、壁等で分離する。
・ 銀行員の控室を整備する。
・ 大型金庫の荷重に耐えられる床仕様と する。
・ 窓口カウンターを整備し、強化プラスチッ クによ
り 、窓口上部を閉鎖する。 また、 ブラインドやカーテ
ン等により 、外部空間と 視覚的に遮断できる構造と す
る。

・ 金庫
・ 事務机、椅子
・ ロッ カー

16. 86 1 2   ○

区役所 講堂 講堂23 5
職員と 市民が区役所行事に使用する。
市民が集会や催しなど各種行事に使用する。
選挙の際は開票作業等を行う 。

・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。
・ 床下地を鋼製床と する等、 スポーツを行う こ と を考
慮した仕様と する。
・ レク リ エーショ ンバレーボール1面（ コートサイズ18
ｍ× 9ｍ（ ㎝5 幅の区画線を含む） ＋サービスエリ ア
（ エンドラインの後方20㎝に幅5㎝・ 長さ 15㎝のライン
を２本引く 、 ラインの間隔は３ｍ） ） 、 バドミ ントン2
面（ 日本バドミ ントン協会競技規則で定めるコートサ
イズ） で使用できる広さ と し、床にバレーボールと バ
ドミ ントンのライン、支柱用の穴を整備する。
・ 天井高7. 0～ ｍ8. 5 を確保する。
・ 防音性能はTLD-50程度と する。
・ 客席部照明設備は、 LED照明を使用し、 スポーツ仕様
のための保護対策を行う 。
・ 舞台機構、放送設備、照明設備等は下記及び資料９
西区役所等複合庁舎講堂仕様書に準ずる。
・ 暗幕（ 防炎） を整備する。
・ 舞台（ 参考寸法： 間口11. 4ｍ× 奥行3. 7ｍ× 高さ 0. 9
ｍ） を整備する。
・ 舞台下等に、折り たたみ会議テーブル（ 幅1, 800㎜×
奥行450㎜： 150台分） 、椅子（ 450脚分） 収納スペース
を整備する。
・ 舞台に車椅子昇降用のスロープ又は段差解消機を整
備する。
・ 舞台機構は通常のホールと しての機能（ スク リ ーン
カーテン、バトン3本以上） を確保する。
・ 収納型のプロジェ ク ター、 ロールスク リ ーンを整備
する。
・ 音響設備を整備する。
・ 一般貸出時は、区民が舞台装置等を操作するため、
わかり やすい機構と する。

・ アッ プラ イトピアノ 524. 00 －1 500

区役所 講堂 控室 講演者等24 5 の控え室。

・ ミ ニキッ チン（ 給湯設備付） を整備する。
・ 鏡台を整備する。
・ 更衣室と して、男女別に分けて利用できよう にす
る。

・ 折り たたみ会議机（ キャ ス
ター付き） 、椅子

提案 ａ －216. 00 1 10

区役所 講堂 機械室 講堂25 5 の舞台の設備機械室。
・ 講堂及び講堂関連諸室の空調管理が可能な機器を整
備する。
・ 舞台設備操作機器（ 調整卓） を整備する。

提案 ａ －216. 00 1

区役所 講堂 待合26 5 スペース 講堂来場者の待合スペース及びホワイエ。 ・ ピク チャ ーレールを整備する。
・ ロビーチェ ア（ 背もたれ
有、各席肘付）

提案 ａ －216. 00 1

欠番27 ( )

区役所 講堂 放送室28 5
講堂の放送室。
選挙の開票作業時は、記者席と なる。

・ 講堂内を上部から確認できる配置と する。
・ 放送設備操作機器（ 調整卓） を整備する。
・ 放送室から講堂の様子が確認できる小窓（ 開閉不
要） を設け、小窓には暗幕（ 防炎） を整備する。

33. 00 －1

区役所 講堂 選挙倉庫 選挙関連機材29 5 （ 講堂で使用するもの） の倉庫。 ・ 物品棚を整備する。 ・ 開票台専用の台車 提案 ａ －216. 00 1

区役所 総務課 区本部室 災害時30 5 に区の災害対策本部を設置する。 ・ 総務課の付近と する。

・ 書棚を整備する。
・ 収納型のプロジェ ク ター、 ロールスク リ ーンを整備
する。
・ 暗幕（ 防炎） を整備する。
・ ホワイトボードを整備する。

・ 折り たたみ会議机（ キャ ス
ター付き） 、椅子
・ テレビ
・ 同報系防災無線戸別受信機
・ 移動系防災無線

50. 00 －1 30

区役所 総務課 区本部用防災無線室 区本部31 5 の防災無線を設置する。 ・ 総務課の付近と する。 ・ 物品棚を整備する。 ・ 同報系防災無線の遠隔制御
装置

5. 00 －1

区役所 総務課 特別会議室32 5
職員が会議、打合せ等に使用する。
来賓の応接室と して使用する。

・ 区長室と 隣接し、直接出入できる配置と する。

・ 収納型のプロジェ ク ター、 ロールスク リ ーンを整備
する。
・ 暗幕（ 防炎） を整備する。
・ ホワイトボードを整備する。

・ テレビ
・ 円卓
・ 飾り 棚
・ 補助机、補助椅子

73. 00 －1 31

区役所33
2
以上

区本部運営資機材用倉
庫

区本部運営資機材用倉庫及び区役所保管の市民用防災
備蓄倉庫。

・ 物品棚を整備する。 60. 00 －1
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㎡ ㎡ 室 人 人

特記仕様
仮
NO

施設区分1 施設区分2
設置
階

諸室名称 用途 特記仕様（ 配置）
受付
ｶｳﾝﾀｰ

施設が設置予定の
主な什器備品

必要
床面積

※ 「 室数」
欄の室数の
合計面積

提案グループ

室数

利用人数

市民
入室

グループ
グループ
の合計床
面積

常時
滞在

最大

区役所34
2
以上

職員用防災備蓄倉庫
職員用（ 区役所、土木事務所、保健センター） の防災
備蓄倉庫。

・ NO. 33と 一体整備。
・ 土木事務所、保健センター用の備蓄倉庫は分割配置
を可と する。

・ 物品棚を整備する。 － －1

区役所 避難所35 2
地区本部用防災備蓄倉
庫

地区本部の運営に必要な防災物資を保管する倉庫。
（ 学区が管理する。 ）
災害救助地区本部運営資機材用倉庫及び避難所用防災
備蓄倉庫。

・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。
・ 物品棚を整備する。
・ 学区で施錠管理できるよう 鍵を整備する。

9. 00 －1

共用 避難所 地区本部室36 2
災害時に学区の災害救助地区本部を設置する。 （ 学区
が管理する。 ）

・ 集合会議室の付近と する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。
・ 学区で施錠管理できるよう 鍵を整備する。

・ 折り たたみ会議机（ キャ ス
ター付き） 、椅子
・ 地区本部用デジタル移動無
線（ 防災用）

30. 00 －1 10

区役所37 情報1 コーナー
各種申請書・ 申込書・ チラシ等の配布、市政情報の提
供を行う 。

・ 記載台・ 発券機（ 市民課待合スペース） の付近と す
る。
・ 総合案内窓口（ 玄関・ エントランス） と 隣接する。

・ カウンターを整備する。 ・ 配架ラ ッ ク 36. 00 1 2   ○

区役所 民生子38 ども課 就労支援2 コーナー
区民生活保護受給者等の就労支援に関する各種相談対
応等を行う 。

・ 民生子ども課保護係待合スペースの付近と する。 ・ 区役所の管理区分と 分け、壁で区画する。 ・ 事務机、回転椅子 27. 00 1 3

区役所 民生子39 ども課 生活保護相談室 区民2 の生活保護に関する各種相談対応を行う 。
・ 民生子ども課保護係と 隣接する。
・ 民生子ども課保護係待合スペースと 隣接する。

・ 相談者のプライバシーが確保されるよう 配慮しつ
つ、室内でのトラブルに対応するため、 カーテンで仕
切る、上部を開放にするなど、執務室から物音を聞き
取れるよう にする。
・ 14室（ 2対2× 12室、 3対3× 2室） 整備する。
・ 机を挟んで、相談者は待合スペースから 、職員は執
務室から出入り できるよう 配置する。
・ 各室に換気設備を整備する。
・ 防犯ブザーを整備する。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 2対
、2 3対3） 、 ミ ーティ ングチェ
ア

提案 ｂ －49. 00 14

区役所 福祉課40 2
高齢者虐待・ 障害者支
援相談室

区民の高齢者虐待・ 障害者支援に関する各種相談対応
を行う 。

・ 福祉課と 隣接する。
・ 福祉課待合スペースと 隣接する。

・ 相談者のプライバシーが確保されるよう 配慮しつ
つ、室内でのトラ ブルに対応するため、 カーテンで仕
切る、上部を開放にするなど、執務室から物音を聞き
取れるよう にする。
・ 机を挟んで、相談者は待合スペースから 、職員は執
務室から出入り できるよう 配置する。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 3対
） 、3 ミ ーティ ングチェ ア

提案 ｂ －49. 00 1 6

区役所 民生子41 ども課 2
児童虐待・ 女性支援相
談室

区民の児童虐待・ 女性支援相談に関する各種相談対応
を行う 。

・ 民生子ども課民生子ども係と 隣接する。
・ 相談者の安全に配慮し、他の来庁者の目に触れ難い
配置と する。

・ 相談者のプライバシーが確保されるよう 配慮しつ
つ、室内でのトラ ブルに対応するため、 カーテンで仕
切る、上部を開放にするなど、執務室から物音を聞き
取れるよう にする。
・ 机を挟んで、相談者は待合スペースから 、職員は執
務室から出入り できるよう 配置する。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 3対
） 、3 ミ ーティ ングチェ ア
・ ベビーベッ ド

提案 ｂ －49. 00 1 6

区役所 保険年金課 保険料納付相談室42 1
区民の国民健康保険・ 後期高齢保険料納付に関する各
種相談対応を行う 。

・ 保険年金課と 隣接する。
・ 保険年金課待合スペースと 隣接する。

・ 相談者のプライバシーが確保されるよう 配慮しつ
つ、室内でのトラブルに対応するため、 カーテンで仕
切る、上部を開放にするなど、執務室から物音を聞き
取れるよう にする。
・ 机を挟んで、相談者は待合スペースから 、職員は執
務室から出入り できるよう 配置する。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 3対
） 、3 ミ ーティ ングチェ ア

提案 ｂ －49. 00 1

区役所43 提案 書庫 区役所の共用書庫。
・ 各課室と 隣接が望ましい。
・ 分割した配置でもよい。

・ 可動式書架を整備する。 414. 00 －1

区役所 市民課 戸籍書庫 市民課44 1 が管理する戸籍書庫。 ・ 市民課と 隣接し、直接出入できる配置と する。
・ 開口部を含め耐火性能を有する。
・ 開口部は常時開閉可能と し、有効幅2ｍを確保する。
・ 可動式書架を整備する。

99. 00 －1

区役所45 提案 倉庫 共用倉庫。
・ 大型エレベーターに近い配置と する。
・ 分割配置を可と する。

・ 物品棚を整備する。 266. 00 －1

区役所46 印刷室 職員2 が印刷、製本作業を行う 。
・ 騒音が漏れないよう にする。
・ コ ピー用紙 箱程度50 の保管スペースを整備する。

・ コ ピー機、 リ ソグラ フ 、
ページセッ ター、紙折り 機、
大型プリ ンター
・ 作業台

11. 00 －1

区役所47 提案 電話交換室 区役所内の電話交換を行う 。 ・ 総務課の付近が望ましい。 ・ 電話交換機 台2 を整備する。 ・ 事務机、椅子 20. 00 1 2

・ NO. 35と 一体整備。
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㎡ ㎡ 室 人 人

特記仕様
仮
NO

施設区分 施設区分1 2
設置
階

諸室名称 用途 特記仕様（ 配置）
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ｶｳﾝﾀｰ

施設が設置予定の
主な什器備品
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床面積
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提案グループ

室数
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市民
入室

グループ
グループ
の合計床
面積

常時
滞在

最大

共用 避難所48
2
以上

集合会議室

職員が会議、打合せ等に使用するほか、地域団体等と
の会議に使用する。
災害時には、区民の避難所と して使用する。
選挙時には、中村区の期日前投票所と して運用する予
定。

・ 学区地区本部室の付近と する。
・ 集合会議室専用倉庫と 隣接する。
・ 分割配置（ 概ね2等分） も可と する。

・ 可動間仕切り によっ て20室程度に分割利用を可能と
する。
・ 可動間仕切り による分割利用時においても、 それぞ
れ施錠できるこ と と する。
・ 大会議室用に収納型のプロジェ ク ター、 ロールスク
リ ーン、音響設備を整備する。
・ ピクチャ ーレールを整備する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。

・ 折り たたみ会議机（ キャ ス
ター付き） 、椅子（ 台車付
き）

620. 00 －20

共用 避難所 集合会議室専用倉庫 集合会議室49 2 の机・ 椅子を収納する倉庫。 ・ 集合会議室と 隣接する。
・ 集合会議室に設置する椅子
専用の台車

提案 ｃ －3, 897. 00 1

共用 総務課 文書交換室50 5
職員が郵便物や庁内文書等の集配・ 仕分作業を行う 。
通達員の執務室と して使用する。

・ 総務課の付近が望ましい。

・ 文書集配棚を整備する。
・ 文書集配棚は、 1マスをH ㎜350 × W ㎜350 × D ㎜450
程度と し、 90マス整備する。
・ ロッ カーを整備する。

・ 作業台 48. 00 －1 24

共用51
2
以上

サーバー室 区役所のサーバー室。

・ ホストコンピュ ーター
・ サーバー
・ ネッ トワーク機器
・ ラ ッ ク

提案 ｄ －1, 109. 00 1

共用 更衣室 提案 休憩室52 （ 男女別）
職員が休憩室と して使用する。
区役所、保健センター分は同室配置でもよい。

・ 男女で設置階が異なっ ても構わない。
・ 職員数の多い階に配置するこ と が望ましい。
・ 休憩室、更衣室、 シャ ワー室を一体的に整備するこ
と が望ましい。

・ 和室と する。
・ 洗面化粧台を整備する。

119. 40 －

共用 更衣室 提案 更衣室53 （ 男女別）
職員が更衣室と して使用する。
区役所、保健センター分は同室配置でもよい。

・ 男女で設置階が異なっ ても構わない。
・ 職員数の多い階に配置するこ と が望ましい。
・ 休憩室、更衣室、 シャ ワー室を一体的に整備するこ
と が望ましい。

・ 更衣ロッ カー 197. 00 －

共用 更衣室 提案54 シャ ワー室（ 男女別）
職員がシャ ワー室と して使用する。
区役所、保健センター分は同室配置でもよい。

・ 男女で設置階が異なっ ても構わない。
・ 職員の動線を考慮すると 、 １～２階が望ましい。
・ 休憩室、更衣室、 シャ ワー室を一体的に整備するこ
と が望ましい。

・ ユニッ トシャ ワー、脱衣室、手洗いを整備する。 10. 00 －

共用55 授乳室 区役所来訪者1 の授乳室。

・ 流し台（ 給湯設備、吊戸棚、水切り 台付） を整備す
る。
・ 女性専用の授乳スペースを２か所整備する。
・ 男性でも哺乳瓶での授乳に使用できるスペースを整
備する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。

・ 授乳専用チェ ア（ 女性専用
授乳スペース）
・ ソフ ァ （ 哺乳瓶での授乳ス
ペース）
・ おむつ交換シート、荷物
台、おむつ専用ごみ箱、電子
レンジ

9. 00 ○－1

共用56 提案 売店 職員の福利厚生のための売店。 ・ 人通り が多い場所は望ましく ない。

・ 売店スペースを1階に整備する。
・ 飲食スペースを整備する。
・ 売店倉庫を整備する。
・ 飲食スペースに自動販売機、 ごみ箱の設置スペース
を整備する。

・ テーブル、椅子 230. 16 －1 100 ※

共用57 交流拠点機能1

区民交流・ 地域活動支援の場
区民がレク リ エーショ ン活動に使用すると と もに、
ホールと しても多目的に利用する。
災害時には福祉避難スペースと して運用する。

・ 多目的広場と隣接し、一体的に利用できる配置と す
る。多目的広場と の合計面積を3, 000㎡以上と する。

・ 流し台（ 給湯設備付） を整備する。
・ 流し台は他の部分と 壁により 区画するこ と 。
・ 放送設備、 マイクを整備する。
・ 可動間仕切り を整備する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。
・ ピクチャ ーレールを整備する。

・ テーブル、椅子 300. 00 ○－1

共用58 ～1 5 湯沸室
階共用の湯沸室及び各諸室（ 区役所、保健センター
分） 内に整備する給湯室。
・ 各階 以上整備1 する。

・ 避難所利用者も使用できるこ と （ 集合会議室設置
階） 。
・ 講堂利用者も使用できること （ 講堂設置階） 。

・ ミ ニキッ チン（ 給湯設備付） を整備する。 50. 00 提案 －

共用63 ～1 5 便所（ 男女別） 市民・ 職員が使用する便所。

・ 配置場所次第で複数配置する。
・ １ か所は、階段・ エレベーター付近に配置する。
・ 保健センター検査室設置階の便所は検査室と 隣接さ
せる（ No. 107 検査用便所による。 ） 。

・ 洋式トイレはすべてシャ ワートイレと する。
・ 呼び出し装置を整備する。
・ 保健センター設置階の便所には全てベビーチェ アを
整備する。

235. 65 ○提案 －

共用64 ～1 5 便所（ 男女別多目的） 市民・ 職員が使用する便所。
・ 配置場所次第で複数配置する。
・ １ か所は、階段・ エレベーター付近に配置する。

・ シャ ワートイレと する。
・ 呼び出し装置を整備する。
・ オストメイトを整備する。
・ 1階には折り たたみ式大型ベッ ドを、 2階以上にはベ
ビーベッ ドを整備する。

75. 55 ○2× 5 －
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㎡ ㎡ 室 人 人

特記仕様
仮
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設置
階
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床面積
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提案グループ

室数
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の合計床
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共用73 ～1 5 交通部分 廊下、階段、 エレベーター・ ホール

・ 共有部分と バッ クヤードを分離する。
・ エレベーター及び階段の１か所は、 1階において総合
案内窓口の付近に配置する。
・ エレベーターは、各庁舎の出入口付近への配置が望
ましい。

・ 適宜施設案内サインを整備し、 エレベーターホール
に掲示板（ お知らせ等） を整備する。
・ 来庁者が自由にコンセント （ 電源） を使えないこ
と 。
・ ピクチャ ーレールを整備する。
・ 広告媒体設置を可能と する構造・ 設備の確保につい
ての提案を求める（ デジタルサイネージ、 カッ ティ ン
グシートなど多様な広告媒体が、最大限で設置できる
よう な施設と する。 また、媒体装置が想定される場所
に必要な電源設備などを備える。媒体設置場所の例示
と しては、壁、柱、階段、 エレベーター、廊下などが
想定される。 ） 。

○提案 ｃ － －3, 897. 00

共用78 玄関1 ・ エント ランス
施設全体のエントラ ンス。
来庁者（ 人・ 車） の動線に応じてメイン・ サブエント
ランスを整備するこ と 。

・ メ インエントランスには、風除室を設ける。
・ 風除室内に時間外届出窓口を設ける。
・ メ インエントランス付近に総合案内窓口を設ける。
・ 記載台・ 受付番号発券機（ 市民課待合スペース） の
付近と する。
・ 情報コーナーと 隣接する。
・ フ ロアサービス控室兼更衣室と 隣接する。

・ 総合案内窓口（ カウンター） 、総合案内板を整備す
る。
・ 総合案内窓口に書架を整備する。
・ 総合案内窓口付近に貸出用車椅子 台3 の配置スペース
を整備する。
・ 閉庁時間において、講堂への動線と その他施設・ 諸
室への動線を分離し（ シャ ッ ターを整備する等） 、誘
導するよう 空間を整備する。
・ 来庁者が自由にコンセント （ 電源） を使えないこ
と 。
・ ＭＡＰ広告の設置スペースを整備する。
・ モニター広告の設置スペースを整備する。
・ 自動販売機、 ごみ箱の設置スペースを整備する。
・ 証明写真機の設置スペースを整備する。
・ 広告付傘袋の設置スペースを整備する。
・ 広告付ＡＥＤの設置スペースを整備する。
・ 広報掲示板の設置スペースを整備する。
・ ＡＴ Ｍの設置スペースを整備する。
・ 駐車場認証装置の設置スペースを整備する。
・ 全てのエントランス前に止水板を整備する。
・ 広告媒体設置を可能と する構造・ 設備の確保につい
ての提案を求める（ デジタルサイネージ、 カッ ティ ン
グシートなど多様な広告媒体が、最大限で設置できる
よう な施設と する。 また、媒体装置が想定される場所
に必要な電源設備などを備える。媒体設置場所の例示
と しては、壁、柱、階段、 エレベーター、廊下などが
想定される。 ） 。
・ タ イムカプセルの設置スペースを整備する。
・ 区役所の閉庁日・ 閉庁時間の職員の出入り に支障の
ないよう にする。

・ ＭＡＰ広告機
・ モニター広告機
・ 自動販売機、 ごみ箱
・ 証明写真機
・ 広告付傘袋
・ 広告付ＡＥＤ
・ 広報掲示板
・ ＡＴ Ｍ
・ 駐車場認証装置（ 総合案内
窓口）
・ タ イムカプセル（ W ㎜710 ×
D ㎜550 × H ㎜）420 説明板付
・ モニュ メント （ W ㎜2, 460 ×
D ㎜760 × H ㎜）2, 500

○提案 ｃ － －3, 897. 00

共用79 警備員室1
施設全体の防災設備の監視・ 警備・ 防犯管理、設備機
器の監視・ 制御を行う 。
戸籍等の時間外届出を預かる。

・ 玄関・ メ インエントランスと 隣接する。
・ 風除室と 隣接する。

・ 中央監視設備を整備する。
・ 警備員の仮眠スペース、 メンテナンススタ ッ フ の更
衣・ 休憩スペースを整備する。
・ 施錠管理設備、照明管理設備、 エレベーター表示盤
を整備する。
・ 駐車場管理設備の設置スペースを整備する。
・ 時間外届出窓口（ カーテン付） を整備する。
・ ミ ニキッ チン（ 給湯設備付） を整備する。
・ 庁内放送用設備、自動火災報知器主受信盤を整備す
る。
・ 非常警報、 トイレ呼び出し設備を整備する。
・ エレベーターインターホンを整備する。風除室又は
玄関から呼出できるよう にする。
・ 設備盤は、なるべく 1箇所にまと め、操作、勤務室内
のレイアウトを考慮した配置と するこ と 。

・ 事務机、回転椅子
・ 駐車場管理設備

26. 00 1 1   5   ○

共用80 提案 清掃員室 清掃員の控室、休憩室と して使用する。 ・ 更衣室を整備する。 19. 00 －1 10

共用81 以上電気室2 ・ 機械室 施設全体の電気室・ 機械室。 ・ 非常用自家発電機室と 電気室は隣接させる。 電気設備、機械設備の機器を整備する。 提案 ｄ 1, 109. 00 提案 －

追加 共用 以上非常用自家発電気室 災害時2 において使用するための非常用自家発電機室。 ・ 非常用自家発電機室と 電気室は隣接させる。

・ 非常用自家発電装置（ 72時間対応） を整備する。
・ 防音仕様と する。
・ 発電用の油タンクは屋外地中埋設と し、自動ﾎ゚ ﾝﾌ゚ に
より 発電機に給油する。

提案 ｄ 1, 109. 00 提案

共用82 提案 廃棄物集積室

区役所、土木事務所、保健センター、市税事務所、交
流拠点機能等の庁舎施設から排出される廃棄物を一時
的に集積し、袋詰めや分別作業を行い、業者に処分を
委託する産業廃棄物（ 可燃・ 不燃） を仮置きする室と
して使用する。

・ 産業廃棄物処分業者のトラ ッ クを横付けできる配置
と する。

・ 水洗い可能と する。 提案 ｃ －3, 897. 00 1
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共用83
地下
＋
提案

来庁者駐車場 区民が駐車場と して使用する。
・ 公用車駐車場と は別の入退場ゲートを設けられる配
置と する。
・ 事故が起こり にく い車両動線と する。

・ 地上と あわせて来庁者 台分93 を整備する。
・ 入退場ゲート設置場所を整備する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。
・ 車いす使用者用駐車スペースを整備する。
・ 屋内の場合に限り 、広告媒体設置を可能と する構
造・ 設備の確保についての提案を求める（ デジタルサ
イネージ、 カッ ティ ングシートなど多様な広告媒体
が、最大限で設置できるよう な施設と する。 また、媒
体装置が想定される場所に必要な電源設備などを備え
る。媒体設置場所の例示と しては、壁、柱、階段、 エ
レベーター、廊下などが想定される。 ） 。

・ 入退場ゲート ○提案 ｃ － －3, 897. 00

共用84 屋外 来庁者駐輪場 区民が駐輪場と して使用する。
・ 庁舎棟の付近に整備する。
・ 事故が起こり にく い車両動線と する。

・ 来庁者 台分88 を整備する。適宜臨時駐輪場を設け、
常時は通路等と して使用する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間において、単独で利用可能な
動線を確保する。
・ 屋外整備（ 屋根なし） と する。

提案 ○－ －

共用85 R 塔屋 階段室、機械室等必要に応じて整備する。 提案 ｄ － －1, 109. 00

区役所 市民課 相談室 区民86 1 の女性支援相談に関する各種相談対応を行う 。

・ 市民課と 隣接し、職員が執務室から直接出入り でき
る構造と する。
・ 相談者の安全に配慮し、他の来庁者の目に触れ難い
配置と する。
・ 税務窓口と 隣接（ 間仕切壁で区画） する。

・ 相談者のプライバシーが確保されるよう 配慮しつ
つ、室内でのトラブルに対応するため、執務室から物
音を聞き取れるよう にする。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 3対
） 、3 ミ ーティ ングチェ ア

提案 ｂ －49. 00 1 6

区役所87
地下1
又は

1
選挙倉庫 選挙関連機材（ 講堂で使用するものを除く ） の倉庫。 ・ トラ ッ ク を横付けできる配置と する。 ・ 物品棚を整備する。 ・ 机専用のカゴ台車 120. 00 －1

区役所88
地下1
又は

1
投票用紙倉庫 投票用紙の倉庫。 ・ 選挙倉庫内に配置する。 ・ 可動式書架を整備する。 10. 00 －1

共用89
屋外
又は

1
資源ごみ置き場

市が無料で収集する資源ごみを環境事業所の収集車が
収集するためのごみ置き場（ 鍵付き） と して使用す
る。

・ 市の収集車が収集できる道路沿いの配置と する。本
体建築物と 別配置と なる場合あり 。

提案 ｃ －3, 897. 00 1

共用90
原則
地下1
～5

エレベーター 区民がエレベーターと して使用する。

・ エレベーター3台を整備する。
・ いずれのエレベーターも原則地下1～5階に接続す
る。
・ エレベーターの１か所以上は、総合案内窓口の付近
に配置する。

・ 総務課及び警備員室で停止階を調整できるこ と 。 ○提案 ｃ － －3, 897. 00

共用91
地下1
～5

搬入用大型エレベー
ター

職員・ 搬入業者がエレベーターと して使用する。

・ 搬入用大型エレベーター1台を整備する。
・ 地下1～5階に接続する。
・ バッ クヤード（ 職員事務エリ ア） に配置する。
・ 公用駐車場、倉庫の付近と する。
・ ストレッ チャ ー及び自転車 台程度3 が十分入る大きさ
と する。
・ 地下駐輪場の付近に配置する。

・ 総務課及び警備員室で停止階を調整できるこ と 。 提案 ｃ － －3, 897. 00

共用92 提案 エレベーター機械室 エレベーターの機械室。 提案 ｄ 1, 109. 00 提案 －

区役所93 提案 研修資料室 職員の研修資料室。
・ グループデスク 、椅子、書
棚

15. 11 －1 10

区役所94 提案 研修資料室 職員の研修資料室。
・ グループデスク 、椅子、書
棚

10. 42 －1 10

区役所 講堂 倉庫95 5 ・ 器具庫 講堂用備品倉庫。 講堂内に設置する。
・ バレーボール及びバドミ ントンの支柱等スポーツ備
品や展示用パネルを収納するスペースを整備する。

・ 展示用パネル（ 台車付き） 提案 ａ －216. 00 1

共用 民生子96 ども課 2
民生子ども課シャ ワー
室

相談者がシャ ワー室と して使用する。
・ 民生子ども課の付近で、他の来庁者の目に触れ難い
配置と する。

・ ユニッ トシャ ワー２室、脱衣室（ 手洗いを含む） ２
室を整備する。

6. 00 －1 2

共用97 1
フ ロアサービス控室兼
更衣室

フロアサービス員が控室兼更衣室と して使用する。 ・ 総合案内窓口と隣接する。 ・ 更衣ロッ カー 提案 ｃ －3, 897. 00 1

共用98 風除室 区民1 が時間外の届出窓口と して使用する。
・ メ インエントランス前に設置する。
・ 警備員室と 隣接する。

・ 時間外届出窓口を整備する。
・ インターホンを整備する。

○ ○提案 ｃ －3, 897. 00 1

共用99
1
又は
地上

公用車駐車場 職員・ 搬入業者が駐車場と して使用する。

・ 来庁者駐車場と は別の出入口を設け、来庁者が公用
駐車スペースに誤っ て進入すること のない配置と す
る。
・ 搬入用大型エレベーターの付近と する。
・ 事故が起こり にく い車両動線と する。
・ 選挙倉庫と 隣接する配置と する。

・ 公用車 台26 （ 区役所 台9 、保健センター6台、市税事
務所 台11 ） を整備する。
・ 搬入車 台分2 の荷捌き駐車場を整備する。
・ 来庁者用駐車場 台分2 を整備する。
・ 入退場ゲートを整備する。
・ 区役所の閉庁日・ 時間においても入出庫できるこ
と 。

提案
又は屋外

提案の
場合ｃ

－ －3, 897. 00
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共用100 地下 公用自転車駐輪場 職員が駐輪場と して使用する。 ・ 事故が起こり にく い車両動線と する。

・ 公用自転車 台分205 （ 区役所 台155 、保健センター22
台、土木事務所 台12 、市税事務所 台16 ） を整備する。
・ 公用原付 台分12 （ 区役所 台11 、市税事務所 台1 ） を整
備する。
・ 区役所の閉庁日・ 閉庁時間においても入出庫できる
こ と 。
・ 自転車ラ ッ クを整備する。

249. 00 － －

共用101 1 福祉販売コーナー 授産施設などの製品を販売する。
・ 来庁者の目に触れやすい廊下等に面する位置と す
る。

○提案 ｃ － －3, 897. 00

102保健センター 検診部門 受付3 ・ 会計 区民の受付・ 会計処理を行う 。
・ 予診室付近に配置する。
・ エレベーター・ ホール付近に配置する。

・ 受付カウンターを整備する。 10. 00 1 ○

103保健センター 検診部門 予診室3
乳幼児健康診査（ 3か月児・ 1歳6か月児・ 3歳児） にお
いて問診・ 相談業務を行う 。
予防接種を行う 。

・ 診察室と 隣接し、 それぞれ直接出入できる配置と す
る。
・ 歯科指導室と 隣接し、 それぞれ直接出入り できる配
置と するこ と が望ましい。

・ 流し台（ 給湯設備付） 、窓口カウンター、受診者呼
出用放送設備、備付書棚を整備する。
・ 待合からの出入口の扉は片引戸と する。
・ 診察室を隣接させ、相互に出入り できるよう に扉
（ 片引戸） を整備する。
・ 歯科指導室を隣接させる場合、相互に出入り できる
よう に扉（ 片引戸） を整備する。

・ 事務机、回転椅子 40. 42 －1

104保健センター 検診部門 診察室3
乳幼児健康診査（ 3か月児・ 1歳6か月児・ 3歳児） にお
いて診察業務を行う 。
予防接種を行う 。

・ 診察室と 予診室を隣接し、 それぞれ直接出入できる
配置と する。
・ 予診室から診察室 室3 は直列に配置する。
・ 1室あたり 40. 42㎡と する。

・ 流し台（ 給湯設備付） 、窓口カウンター、受診者呼
出用放送設備、備付書棚を整備する。
・ 待合からの出入口の扉は片引戸と する。
・ 予診室を隣接させ、相互に出入り できるよう に扉
（ 片引戸） を整備する。

・ シャ ウカステン
・ 滅菌備品庫 採血用具等( )
・ 身長計及び体重計
・ ベビーベッ ド

121. 26 －3

105保健センター 検診部門 消毒室 器材等3 の洗浄、消毒、滅菌を行う 。 ・ 検査室から直接出入り できる配置と する。

・ 流し台（ 給湯設備付） 、実験台、備付器具庫、備付
書棚、洗濯機用防水パン、防護服用備付収納棚を整備
する。
・ 換気扇を整備する。

・ オートクレーブ (200V)、乾
熱滅菌器
・ ロッ カー

30. 27 －1

106保健センター 検診部門 検査室3
・ 健康診査等における尿や血液の検査を行う 。
・ プール水検査、浴槽水等のレジオネラ属菌検査その
他衛生検査を行う 。

・ 便所から、採取した尿を直接受け付ける配置と す
る。

・ 流し台（ 給湯設備付） 、流し台 箇所及1 びガス栓 箇2
所付属実験台 台2 、壁際に長さ 8m以上になるよう に給湯
設備付き流し台 箇所及1 びガス栓 箇所付実験台2 、窓カ
ウンター（ 便所に隣接） 、備付器具庫、備付書棚を整
備する。
・ 検体廃棄用汚物流しを整備する。
・ 換気扇を整備する。

・ 事務机、回転椅子
・ 遠心分離機
・ ロッ カー
・ ク リ ーンベンチ
・ ふ卵器
・ 冷蔵庫、冷凍庫
・ オートクレーブ (200V)
・ 安全キャ ビネッ ト

84. 71 －1

107保健センター 検診部門 検査用便所3 （ 男女別）
３歳児健診時の尿を採取する。
面積は、 No. 63, 64に含む。

・ 便所の出口前に採取した尿を検査室に渡せる配置と
する。
・ 健診待合ホールから出入り できる配置と する。
・ 共用便所と 一体でもよいが、 その場合、健診時以外
は健診エリ アへの立ち入り を遮断可能と する構造及び
仕組みと し、他エリ アから と 健診待合ホールから出入
り できる配置と する。

・ 各ブースにベビーチェ ア、手すり を整備する。
・ 乳幼児便座を整備する。
・ 便房には尿コ ッ プ置き場を整備する。

提案 〇1

108保健センター 検診部門 3 Ｘ線室・ 撮影室 Ｘ線撮影を行う 。
・ 前室を設ける。
・ Ｘ 線室・ 操作室、 Ｘ線室・ 更衣室と 隣接し、 それぞ
れと 直接出入できる配置と する。

・ 関係法令に基づきＸ線を防護するこ と 。
・ 前室に窓口カウンターを整備する。

・ Ｘ 線撮影システム 36. 83 －1

109保健センター 検診部門 3 Ｘ線室・ 操作室 Ｘ線撮影の操作室と して使用する。
・ Ｘ 線室・ 撮影室と 隣接し、直接出入できる配置と す
る。

・ Ｘ 線撮影システム 44. 92 －1

110保健センター 検診部門 3 Ｘ線室・ 更衣室 Ｘ検査受検者が更衣室と して使用する。
・ 男女別に整備する。
・ Ｘ 線室・ 撮影室と 隣接し、直接出入できる配置と す
る。

13. 86 －2

111保健センター 検診部門 3 Ｘ線室・ フ ィ ルム庫 Ｘ線撮影のフ ィ ルム室と して使用する。 19. 18 －1

112保健センター 検診部門 滅菌室 器材等3 の洗浄、消毒、滅菌を行う 。 ・ 検査室内に配置する。

・ 流し台（ 自動水栓） 、実験台、給湯器、換気扇、備
付器具庫、備付書棚を整備する。
・ 下記機器を同時使用を可能と する。
・ 乾熱滅菌器 台1 　 2Kw　独立回線
・ オートクレーブ1台　 2Kw　独立回線
・ ふ卵器 台1 　 1. 5Kw

・ 乾熱滅菌器 台1
・ オートクレーブ1台(200V)
・ ふ卵器 台1

12. 97 －1

113保健センター 検診部門 集団指導室 区民3 の健康指導等で使用し、講座等を行う 。 ・ リ ハビ リ 室と 可動間仕切り により 隣接させる。

・ 流し台（ 自動水栓） を整備する。
・ 天井吊り 下げ式マルチメディ アプロジェ クター
（ ケーブル配線を含む） 、 スク リ ーン、 AVラ ッ ク 、 ホ
ワイトボードを整備する。
・ 長机等を収納するスペースを整備する。
・ 暗幕（ 自動が望ましい。 ） を整備する。

・ 長机、折り たたみ椅子
・ 事務机、回転椅子

81. 36 －1
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114保健センター 検診部門 歯科指導室3
乳幼児健康診査（ 3か月児・ 1歳6か月児・ 3歳児） にお
いて歯科検診・ 相談業務を行う 。

・ 予診室と 隣接し、 それぞれ直接出入できる配置と す
るこ と が望ましい。

・ 流し台（ 給湯設備付） 、窓口カウンター、受診者呼
出用放送設備、備付収納棚を整備する。
・ 待合からの出入口の扉は片引戸と する。
・ 予診室と 隣接させる場合、相互に出入り できるよう
に扉（ 片引戸） を整備する。
・ 洗面台を整備する。
・ 子供用流し台を整備する。

・ 事務机、回転椅子
・ 歯科チェ ア

40. 42 －1

115保健センター 検診部門 栄養指導室3
区民の栄養指導等で使用し、講座、調理実習等を行
う 。

・ 集団指導室と 隣接し、 それぞれ直接出入り できる配
置と するこ と が望ましい。

・ キッ チンを整備する。指導者用 箇所1 、生徒用 箇所4
程度と し、指導者用 箇所1 はアイランド型と する。
・ 指導者用キッ チン上部には鏡を設置し、生徒が指導
者の手元を確認できるよう にする。
・ レンジフードを整備する。
・ レンジ2台、ホッ トプレート 2台が同時に使用できる
電源（ 電力） を確保する。
・ 手洗い用流し（ 自動水洗） を整備する。
・ 備付収納棚を整備する。
・ ホワイトボード、 ピクチャ ーレールを整備する。

・ 事務机、回転椅子
・ 収納棚

85. 76 －1

116保健センター 管理部門 精神保健相談室2
区民の精神・ 保健・ 福祉に関する各種相談対応を行
う 。

・ 保健予防課事務室と 隣接し、直接出入できる配置と
する。

・ 相談者のプライバシーが確保されるよう 配慮しつ
つ、室内でのトラブルに対応するため、執務室から物
音を聞き取れるよう にする。
・ 備付書棚を整備する。 （ 鍵付き）
・ 洗面台（ 自動水栓） を整備する。
・ 机を挟んで、相談者は待合スペースから 、職員は執
務室から出入り できるよう 配置する。
・ 防犯ブザーを整備する。

・ ミ ーティ ングテーブル（ 2対
） 、2 ミ ーティ ングチェ ア
・ カーテン

22. 13 －1

117保健センター 検診部門 健康増進室 区民3 の健康増進と なる活動を行う 。

・ 流し台（ 自動水栓） を整備する。
・ 収納棚を整備する。
・ 下足入れを整備する。
・ シャ ワー室（ 男女別） を整備する。 シャ ワー室内は2
ブース整備する。

110. 27 －1

追加 保健( ) センター 検診部門 3 リ ハビリ 室 リ ハビリ 等で使用する。 ・ 集団指導室と 可動間仕切り により 隣接させる。
・ 流し台（ 自動水栓） を整備する。
・ 暗幕（ 自動が望ましい。 ） を整備する。
・ 備付収納棚を整備する。

92. 56 －1

119保健センター 管理部門 2
保健予防課来客待合ス
ペース

保健予防課来所者待合と して使用する。
・ 区役所民生子ども課待合スペースの付近に配置す
る。

・ 10人以上が待合できるスペースを確保する。
・ ロビーチェ ア
・ おむつ交換台

提案 ｅ 430. 00

120保健センター 管理部門 個別応対2 スペース 個別説明、応対スペースと して使用する。
・ 来客待合スペースに隣接する。
・ 保健予防課事務室から状況が確認できる配置と す
る。

・ パーティ ショ ン等で３つのブースに仕切る。
・ 1室当たり 、 ミ ーティ ング
テーブル（ 1対1） 、 ミ ーティ
ングチェ ア

提案 ｅ 430. 00 3

121保健センター 管理部門 所長室 所長2 の執務室と して使用する。 ・ 事務室と 隣接する。
・ 洗面化粧台を整備する。
・ 書棚を整備する。
・ ピクチャ ーレールを整備する。

・ 事務机、回転椅子
・ 応接テーブル、応接椅子
・ テレビ

25. 27 1 1

122保健センター 管理部門 事務室2

保健管理課、環境薬務室、保健予防課の執務室と して
使用する。
区民の生活環境・ 保健予防に関する各種届出・ 申告、
各種証明書の交付、各種相談対応等を行う と と もに、
関連業務の職員の執務室と して使用する。

・ 保健管理課、環境薬務室の待合いも含める。
・ 保健予防課来客待合スペースと 個別応対スペースと
一体になるよう に配置する。
・ 区役所民生子ども課・ 福祉課の付近に配置する。
・ 付近に湯沸室を整備する。

・ 保健管理課及び保健予防課にローカウンターを整備
する。
・ 環境薬務室にハイカウンターを整備する。
・ 窓口カウンターから事務机上のディ スプレイや書類
が覗き込まれないレイアウトと する。
・ 執務室の通路に合わせて、 カウンターに出入口を設
ける。
・ 執務室の通路に合わせて、 カウンターに出入口を設
ける。
・ カウンター下に申請用紙、 ゴム印、筆記具等の収納
スペースを整備する。
・ 可動式書架を整備する。
・ 物品棚を整備する。
・ 大型金庫の荷重に耐えられ、 かつ、金庫を固定でき
る床仕様と する。
・ 保健管理課に大型金庫を整備し、防犯装置を設置す
る。
・ 給湯室を整備する。

・ 事務机、回転椅子
・ 冷蔵庫
・ 大型金庫

447. 40
給湯室分(
を含まな
い。 )

1 〇

123保健センター 管理部門 会議室 職員2 が会議、打合せ等に使用する。

・ 可動間仕切り を整備し、分割利用できる構造と す
る。
・ 暗幕 自動( が望ましい。 、) ホワイトボード、 スク
リ ーンを整備する。

・ 会議用テーブル、回転椅子 65. 20 －1

124保健センター 管理部門 書庫 保健2 センターの共用書庫。 ・ 部屋を分割するこ と を可と する。 ・ 可動式書架を整備する。 89. 09 －1

125保健センター 管理部門
1
又は
提案

倉庫（ 浸水用薬剤専
用）

保健センターの浸水用薬剤等の専用保管庫。
・ 1階に配置するこ と が望ましいが、他階の場合、薬剤
の搬入・ 配布のためエレベーター付近での配置と する
こ と 。

・ 換気扇を整備する。
・ 洗面台（ 自動水洗） を整備する。

22. 00 －1
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126保健センター 管理部門 2 更衣室（ 男）
職員が更衣室と して使用する。
区役所、保健センター分は同室配置でもよい。

・ 休憩室、更衣室を一体的に整備するこ と が望まし
い。

・ 洗面化粧台を整備する。 ただし、休憩室と隣接し、
扉で出入り できる環境であれば不要。

・ 更衣ロッ カー 18. 75 －1

127保健センター 管理部門 更衣室2 （ 女）
職員が更衣室と して使用する。
区役所、保健センター分は同室配置でもよい。

・ 休憩室、更衣室を一体的に整備するこ と が望まし
い。

・ 洗面化粧台を整備する。 ただし、休憩室と隣接し、
扉で出入り できる環境であれば不要。

・ 更衣ロッ カー 15. 75 －1

128保健センター 管理部門 休憩室2 （ 男女別）
職員が休憩室と して使用する。
区役所、保健センター分は同室配置でもよい。

・ 和室と する。
・ 洗面化粧台を整備する。

16. 87 －2

129保健センター 管理部門 印刷室 職員2 が印刷、製本作業を行う 。
・ コ ピー機
・ リ ソグラ フ

10. 00 －1

130保健センター 検診部門 健診待合3 ホール 保健センター来訪者の待合スペース。
・ 記載台を整備する。
・ ベビーカー設置スペースを確保する。
・ キッ ズスペースを確保する。

・ ロビーチェ ア
・ テレビ

提案 ｅ － －430. 00 150

131保健センター 管理部門 相談室 区民2 の各種相談対応を行う 。 ・ ３室（ １室11. 45㎡） 整備する。
・ 1室当たり 、 ミ ーティ ング
テーブル（ 3対3） 、 ミ ーティ
ングチェ ア

34. 35 －3

132保健センター 検診部門 授乳室 保健3 センター来訪者の授乳室。 ・ 健診待合ホールから出入り できるよう に配置する。

・ 流し台（ 給湯設備、吊戸棚、水切り 台付） を整備す
る。
・ 荷物台を整備する。
・ 女性専用の授乳スペースを2箇所整備する。
・ 男性でも哺乳瓶での授乳に使用できるスペースを整
備する。
・ カーテンで仕切るこ と ができる構造と する。

・ 授乳専用チェ ア（ 女性専用
授乳スペース）
・ ソフ ァ （ 哺乳瓶での授乳ス
ペース）
・ おむつ交換シート、荷物
台、おむつ専用ごみ箱、電子
レンジ

○提案 ｅ －430. 00 1

133保健センター 管理部門 危険物倉庫1 ・ 防疫用薬剤等の専用保管庫。
・ 1階が望ましい。 (屋外から出入り する構造と するこ
と が望ましい。 )

・ 薬品棚を整備する。 9. 85 1

135保健センター 管理部門 倉庫3 ・ 健診部門と 同一フロアと する。 ・ 中量ラ ッ クを整備する。 68. 69 1

土木事務所 執務136 1 スペース 職員の執務室と して使用する。

・ 区役所の閉庁日・ 閉庁時間の出入り に支障のないよ
う にする。
・ 路面冠水警報装置、 ＮＩ ＣＯＳ情報伝送盤、 ささし
まアンダーパス受信制御機を整備する。

・ 事務机、回転椅子 187. 00 1 27

土木事務所137 1 パソコン室 職員の執務室と して使用する。 ・ 執務スペースに隣接して配置する

・ 事務机、回転椅子
・ （ 道路占用オンラインシス
テム【 外部】 ） デスク ト ッ プ2
台、 プリ ンター1台
・ （ 積算システム） ノ ート 1
台、 プリ ンター1台
・ （ 財務システム） ノ ート 1
台、 プリ ンター1台

20. 00 1

土木事務所 窓口138 1 カウンター
区民、業者の各種届出・ 申告、各種証明書の交付、各
種相談対応等を行う 。

・ 共通部分と 執務スペースと の間に配置する。

・ 受付カウンター（ 奥行0. 65ｍ以上× 幅9ｍ（ う ち1. 8
ｍはローカウンター） ） を整備する。
・ 事務机上のディ スプレイや書類が覗き込まれないレ
イアウトと する。

・ 椅子
・ （ カウンター付近） スポレ
クシステム【 外部】 用ノ ート
パソコン1台、 プリ ンター1台

14. 00 1 ○ ○

土木事務所 打合139 1 せコーナー 区民、業者と 職員の打合せに使用する。 ・ 執務スペースに隣接して整備する。
・ 事務机上のディ スプレイや書類が覗き込まれないレ
イアウトと する。

・ ミ ーティ ングテーブル、
ミ ーティ ングチェ ア

18. 00 1 ○

土木事務所 直営班詰所140 1
インフ ラ施設・ 設備等の整備・ 検査確認・ 巡視を担当
する職員の詰所と して使用する。

・ 執務スペースに隣接して配置する。車庫・ 作業ス
ペースからの動線は市民の動線と交錯させない。

・ 共通部分（ 廊下） から視線を遮るためのパーティ
ショ ンで区画する。

・ 事務机、回転椅子
・ 冷蔵庫

68. 00 1 19

土木事務所 更衣室141 1 （ 男） 職員が更衣室と して使用する。 ・ 踏込（ 床仕上げは重歩行用床シート ） を整備する。 ・ 更衣ロッ カー 20. 00 1

土木事務所 更衣室142 1 （ 女） 職員が更衣室と して使用する。
・ 更衣室（ 女） 、 シャ ワー室（ 女） 、仮眠室（ 女） を
隣接または一室に配置する。

・ 踏込（ 床仕上げは重歩行用床シート ） を整備する。 ・ 更衣ロッ カー 15. 00 1

土木事務所 便所143 1 （ 男） 職員専用の便所。 ・ 駐車場、作業室に隣接して配置する。 ・ 現場へ出動する装備で使用できるよう にする。 9. 00 1

土木事務所 便所144 1 （ 女） 職員専用の便所。 ・ 駐車場、作業室に隣接して配置する。 ・ 現場へ出動する装備で使用できるよう にする。 9. 00 1

土木事務所145 1 シャ ワー室（ 男） 職員がシャ ワー室と して使用する。
・ ユニッ トシャ ワー（ 3基以上） 、脱衣室、手洗いを整
備する。
・ 脱衣用整理棚を整備する。 。

9. 00 －1

土木事務所146 1 シャ ワー室（ 女） 職員がシャ ワー室と して使用する。
・ 更衣室（ 女） 、 シャ ワー室（ 女） 、仮眠室（ 女） を
隣接または一室に配置する。

・ ユニッ トシャ ワー、脱衣室、手洗いを整備する。
・ 脱衣用整理棚を整備する。

3. 00 －1
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土木事務所 仮眠室147 1 （ 男） 職員が仮眠室と して使用する。 ・ 詰所及び執務室と 隣接して配置する。
・ 押入れを整備する。
・ 洗面化粧台を整備する。

23. 00 －1

土木事務所 仮眠室148 1 （ 女） 職員が仮眠室と して使用する。
・ 更衣室（ 女） 、 シャ ワー室（ 女） 、仮眠室（ 女） を
隣接または一室に配置する。

・ 押入れを整備する。
・ 洗面化粧台を整備する。

10. 00 －1

土木事務所 湯沸室 土木事務所149 1 の湯沸室と して使用する。 ・ ミ ニキッ チンを整備する。 ・ 冷蔵庫 7. 00 －1

土木事務所150
又1, 2

は3
会議室

職員と 道路占用企業者と の会議、請負業者の工事検
査、
職員が会議、打合せ等に使用する。

・ 可動間仕切り によっ て２分割利用を可能と し、 それ
ぞれで出入り できるよう 扉を設ける。
・ 2分割利用時に空調を別々に利用できるよう にする。
・ ホワイトボード、 スク リ ーン、 プロジェ クターを整
備する。

・ 会議用テーブル、回転椅子 120. 00 －1 30

土木事務所151
又1, 2

は3
書庫 職員が書庫と して使用する。 ・ 可動式書架を整備する。 25. 00 －1

土木事務所 資機材倉庫 職員152 1 が資機材を管理、保管する倉庫と して使用する。 ・ 車庫・ 作業室と 一体的な運用を可能と する。

・ 電動シャ ッ ターを整備すると と もに、別途出入口を
整備する。
・ 機材で利用するガソリ ン等の危険物（ ガソリ ン換算

ℓで190 相当） を貯蔵できるよう 整備する。

157. 00 －1

土木事務所 洗濯室 職員153 1 が作業服等の洗濯室と して使用する。 ・ シャ ワー室（ 男） と 隣接して配置する。
・ 防水パンを整備する（ 洗濯機 台分3 ） 。
・ スロッ プシンクを整備する。

・ 洗濯機 台2 、乾燥機 台2 （ 上
乗せ）
・ 洗濯乾燥機 台1

10. 00 －1

土木事務所 物干場154 1
職員が洗濯室で洗濯した作業服等の物干場と して使用
する。

・ シャ ワー室（ 男） と 隣接して配置する。
・ 整理棚を整備する。
・ 天井吊り下げ式の竿を整備する。

・ 物干台 16. 00 －1

土木事務所 長靴155 1 ・ 雨具置場 職員が長靴・ 雨具置場と して使用する。 ・ 車庫から直営職員詰所への動線上に配置する。
・ 足洗い場、下足箱（ 長靴 足分50 ） 、 雨具掛け（ 50人
分） を整備する。
・ 蛇口はホースを取り 付けられるものと する。

10. 00 －1

土木事務所 車庫 職員156 1 が公用車を駐車する。

・ トラ ッ ク 3台、普通車 台8 、計 台分11 の車庫を整備す
る。
・ 出入口を か2 所設置する。緊急時の確実な出入り を確
保するため、全面電動シャ ッ ターと する。作業室での
作業音が周辺に漏れるこ と を防ぐ ため、 シャ ッ ターは
防音性能を有するものと する。
・ 区役所の閉庁日・ 閉庁時間も出入庫可能と する。
・ 止水板を整備する。

219. 00 －

土木事務所 作業157 1 スペース
職員が作業室と して使用する。
コンク リ ートや鋼材、木材の切断作業、溶接作業を行
う 。

・ 車庫と一体での利用と する。
・ 車庫の車路、車両の転回スペースと して利用するこ
と は不可と する。

・ 作業でエンジンを搭載した機材を利用するため、排
気ガス等に配慮した換気施設を整備する。
・ 機械を使用した作業音が外に漏れにく い構造と す
る。

141. 00 －

追加( ) 土木事務所
1
又は
屋外

車両転回・ 荷捌きス
ペース

作業車両への積み込み、一時仮置き場。 ・ 車庫、作業室と隣接し、配置する。 提案 c 3, 897. 00 －

市税事務所 待合158 4 スペース 市税事務所来訪者の待合スペース。 ・ 記載台（ 5人程度記載可能） を整備する。 ・ 4人掛けソフ ァ （ 4台） 66. 29 ○－ － －

市税事務所 窓口業務159 4 スペース
市民の各種届出・ 申告、各種証明書の交付、各種相談
対応等を行う 。

執務室（ 管理課） と 隣接し、配置する。

・ 窓口は機能的かつ能率的な配置と する。
・ 受付カウンター（ 3人程度受付可能なハイカウン
ター、 2人程度受付可能なローカウンター） を整備す
る。
・ カウンターには間仕切り を整備する。
・ 窓口業務スペースと 管理課執務室と は間仕切り をす
る。
・ 間仕切り にはガラス窓等を採用して執務室から窓口
スペースを見るこ と ができないよう にする。
・ 情報端末機が業務従事者以外には見えないよう に配
慮する。

・ 事務机、回転椅子
・ 椅子（ 来客用）

36. 04 ○－ － －

市税事務所 個人面談160 4 スペース
市民の各種届出・ 申告、各種証明書の交付、各種相談
対応等を行う 。

・ か3 所（ 1か所当たり テーブル1台、椅子 脚4 ） を整備
する。
・ 各スペースに間仕切り を整備する。

・ ミ ーティ ングテーブル、
ミ ーティ ングチェ ア

13. 67 －3 12  ○

市税事務所 執務室 職員161 4 が執務室と して使用する。
・ 執務室（ 管理課） については窓口業務スペースと 隣
接し、配置する。

・ 窓口業務スペースと 執務室と は間仕切り をする。
・ 間仕切り にはガラス窓等を採用して執務室から窓口
スペースを見るこ と ができないよう にする。
・ 情報端末機が業務従事者以外にには見えないよう に
配慮する。
・ 管理部門（ 管理課） 、徴収部門（ 徴収課・ 特別滞納
整理室） 、賦課部門（ 市民税課・ 固定資産税課） の各
部門を一まと まり と し、同じ階層・ 執務室内で業務が
行えるよう にするなど、室数の分割を可能と する。

・ 事務机、回転椅子 1, 169. 55 － －1
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市税事務所 市税事務所長室162 4
市税事務所長が執務室・ 来客スペースと して使用す
る。

・ 執務室（ 管理課） と 隣接し、配置する。 ・ 書棚を整備する。
・ 事務机、回転椅子
・ 応接テーブル、応接椅子

21. 00 1 1   5

市税事務所163 4 Ａ会議室 職員が会議、打合せ等に使用する。 ・ 会議用テーブル、回転椅子 27. 20 －1 12

市税事務所164 4 Ｂ会議室 職員が会議、打合せ等に使用する。 ・ 会議用テーブル、回転椅子 27. 20 －1 12

市税事務所165 4 Ｃ会議室 職員が会議、打合せ等に使用する。 ・ 会議用テーブル、回転椅子 97. 93 －1 50

市税事務所166 4 リ フ レッ シュ スペース 職員が休憩室と して使用する。 ・ テーブル、椅子 46. 67 －1 20

市税事務所 更衣室167 4 （ 男） 職員が更衣室と して使用する。
・ 更衣ロッ カー
・ 3人掛けソフ ァ （ 1台）

72. 33 － －1

市税事務所 更衣室168 4 （ 女） 職員が更衣室と して使用する。
・ 更衣ロッ カー
・ 3人掛けソフ ァ （ 1台）

54. 00 － －1

市税事務所169 4 サーバー室 市税事務所のサーバー室。
・ 24時間空調と する。
・ 扉は気密扉と する。
・ 消防設備はガス系消火設備を整備する。

・ ホストコンピュ ーター
・ サーバー
・ ネッ トワーク機器
・ ラ ッ ク

31. 92 － －1

市税事務所 書庫 市税事務所170 4 の共用書庫。

・ 税務職員以外入室できないよう セキュ リ ティ を設定
する。
・ 室数の分割を可能と する。
・ 物品棚を整備する。

286. 20 － －1

市税事務所171 4
書庫（ 過年度書類保
管）

市税事務所の共用書庫（ 過年度書類保管分） 。
・ 税務職員以外入室できないよう セキュ リ ティ を設定
する。
・ 物品棚を整備する。

400. 00 － －1
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